森林認証推進総合対策事業（集約化）実施要領

第１　趣旨
　　森林認証推進総合対策事業のうち集約化（以下「本事業」という。）の円滑な推進を図るため、補助金の交付を受ける事業実施主体の長（以下「事業主体の長」という。）が行うべき事項については、静岡県補助金等交付規則（昭和31年静岡県規則第47号）、林業関係事業補助金交付要綱（昭和55年１月11日静岡県告示第16号、以下「県要綱」という。）によるほか、この要領の定めるところによる。

第２　事業内容
本事業は、森林認証材（丸太）の安定供給及び森林認証林（ＦＳＣまたはＳＧＥＣ認証）の拡大に向けた森林所有者との合意形成に係る費用に対し助成を行うものである。

第３　要望書
　　事業主体の長は、別に定める日までに要望書（様式第１号）を作成し、農林事務所長（以下「所長」という。）に提出するものとする。

第４　補助金の交付申請
　　事業主体の長は、内示後、定められた期日までに、県要綱第４に定める交付申請書に箇所別実施計画表（様式第２号）を添付して、所長に提出するものとする。

第５　事業計画の変更
事業主体の長は、次に掲げる事項が生じた場合は、ただちに所長に報告するとともに県要綱第７に定める変更承認申請書を所長に提出しなければならない。
１　県要綱の別表に定められた重要な変更（施行箇所の変更にあっては増分に限る）
２　その他所長が必要と判断した場合

第６　実績報告
事業主体の長は、事業完了の日から起算して20日を経過した日か、当該年度の翌年度の４月10日のいずれか早い期日までに県要綱第９に定める実績報告書に次の書類を添付して、所長に提出するものとする。
１　箇所別実績表（様式第３号）
２　箇所別の実行経費の積み上げがわかる資料
３　森林所有者から取得した施業や認証取得に係る同意書等の写し
４　合意形成を実施した範囲を示した図面（森林計画図など）

第７　書類の整理保存
　　事業主体の長は、本事業に関する収入及び支出の証拠書類及び事業内容を明らかにした書類を、本事業が完了した翌年度から５年間整理保管しなければならない。

第８　その他
　　本要領に定めるもののほか、この事業の実施に関して必要な事項は別に定める。

附則
[bookmark: _GoBack]　　この要領は、令和７年４月１日から施行する。
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